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市役所からのお知らせ 市役所からのお知らせ

子ども・子育て支援新制度に向けた
支給認定・施設の受け付けを開始します　　

❶ 利用できる施設と手続きの方法 問福祉課子育て支援係☎516717

新制度では、利用するお子さんが１号から３号までの認定を受ける必要があります。

利用できる施設 対象年齢 認定区分 手続きの方法と場所 必要書類

認定こども園 ０～５歳

１号 施設で認定・利用
申し込み ・支給認定申請書

２号・３号

市役所で認定・利用
申し込み

・支給認定申請書
・保育利用申込書
・保育が必要な事由を証明する
　書類（就労証明書、母子健康
　手帳、求職申立書など）
※事由により提出する書類が異な
　りますので、詳しくは市ホーム
　ページや配布される利用案内を
　ご覧ください。

認可保育所 ０～５歳 ２号・３号

地域型保育事業 ０～２歳 ３号

新制度に移行しない幼稚園 ３～５歳 認定なし 施設で利用申し込み

✿支給認定区分
区分 対象 保護者の条件

１号認定 満３歳以上で、教育を希望 なし

２号認定 満３歳以上で、保育を希望 月48時間以上の就労／妊娠・出産・育児休業中／保護者の
病気や障がい／親族の看護・介護／災害復旧／求職活動／
就学などのいずれかに該当するかた３号認定 満３歳未満で、保育を希望

✿利用施設一覧

十和田湖保育園 ☎75２２５１ まきばの保育園 ☎㉒１４５６ 緑と太陽の保育園 ☎㉔３０８８

みきの保育園 ☎㉓３６４４ 第二白菊保育園 ☎㉓３８２９ わんぱく広場保育園 ☎㉔１０８９

とわだこ中央保育園 ☎70３０６１ 第三白菊保育園 ☎㉓３３６３ まるく保育園 ☎㉑４７０３

友愛保育園 ☎㉓３０９８ 第四白菊保育園 ☎㉗２５０８ 十和田めぐみ保育園 ☎㉒０１４１

第二友愛保育園 ☎㉓４５１４ 第五白菊保育園 ☎㉒１９０３ 白菊かねざき保育園 ☎㉓４３６９

第三友愛保育園 ☎㉓４７９２ 十和田乳児保育園 ☎㉓７１１９ 白菊保育園 ☎㉓２９９７

ひかり保育園 ☎㉓３４４６ 八郷保育園 ☎㉒６２０６ ※十和田つくし保育園 ☎㉕１２９４

豊ヶ岡保育所 ☎㉗３４６６ すずらん保育園 ☎㉒２５９０

認可保育所（２号・３号認定のお子さんが利用できます）

認定こども園（１～３号認定のお子さんが利用できます）
さつき幼稚園 ☎㉒１６３６ 十和田みなみ幼稚園 ☎㉓３７９７ 小さな森保育園 ☎㉓４７９３

地域型保育事業（３号認定のお子さんが利用できます）
※きく保育園 ☎㉓９０６６ ※平成27年４月に開園が予定されている施設です。施設の

　整備状況により、５月以降の開園となる場合があります。

❷ 保育の必要量に応じた区分
　２号または３号認定を受けるかたは、保護者の就労などの状況によって保育時間が決まります。

区分 保護者の状況（就労の場合） １日に保育を利用できる時間

保育標準時間 １カ月の就労時間が120時間以上 最長11時間　　　

保育短時間 １カ月の就労時間が48時間以上120時間未満 最長８時間　　　

❸ 利用者負担額（保育料）
　これまでの保育料は、認可保育所では保護者の所得税額を基に市が算定し、幼稚園などでは各園で決定し
ていましたが、新制度での利用者負担額は、市民税額を基に市が算定します。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。
　なお、新制度へ移行しない幼稚園は、これまでどおり各園で保育料を決定します。

❹ ２号と３号の認定・利用申し込みは市役所で受け付けます
　新規４月入所
　　　受付期間　２月９日㈪～18日㈬　午前８時30分～午後７時
　　　　　　　　※土・日・祝日は午前９時～午後４時30分
　　　※利用希望を踏まえて市が利用調整を行います。（先着順ではありません）
　　　　申し込みに必要な支給認定申請書、施設の保育利用申込書は、２月２日㈪から市役所で配布します。

　継続入所
　　　現在通っている保育所などを継続して利用する場合も支給認定手続きが必要です。
　　　利用している施設を通じて必要書類が配布されていますので、２月27日㈮までに手続きをお願いします。

放課後児童健全育成事業（仲よし会）の
対象学年を拡大します

　児童福祉法に基づき、放課後および学校休校日に、家庭に保護者のいない児童に対し、適切な遊びや
生活の場を与え、健全育成を図るため、仲よし会を９カ所設置しています。
　現在、対象児童は原則、小学１年・２年生としていますが、平成27年度からは、６年生まで拡大しま
す。案内および申込書は、２月上旬から学校を通じて配布されます。
※定数を超える場合は、選考基準により低学年などの児童を優先することになります。
　問い合わせおよび申し込みは、各仲よし会の開設時間内にお願いします。

申し込み先　各仲よし会
受付期間　一日入学の日～２月28日㈯

各仲よし会の問い合わせ先 仲よし会の開設時間

三本木小学校仲よし会 ☎㉓３３５８ 藤坂小学校仲よし会 ☎㉕７３９６ 平日
放課後～午後６時
土曜日
午前８時30分～午後５時30分

南小学校仲よし会 ☎㉓３３６２ ちとせ小学校仲よし会 ☎㉒２５２３

北園小学校仲よし会 ☎㉓３３５９ 法奥小学校仲よし会 ☎72３１０８

東小学校仲よし会 ☎㉒１６０５ 沢田小学校仲よし会 ☎73２０３０

西小学校仲よし会 ☎㉕５８８５

　
間　　　

　　　


